
議案第１２５号 

市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 8 条第 1 項の規定に基づき市道路線を認定し

ようとするため、同条第 2項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 

令和 2年 9月 4日 提出 

 

 

松阪市長  竹 上  真 人   

 

記  

 

路線 

番号 
路 線 名 起 点  ・  終 点 

重要な  

経過地 

18-292 久保田 10号線 
起点 久保田町字南沖 33番 36地先  

終点 久保田町字南沖 33番 37地先 

18-293 久保田 11号線 
起点 久保田町字南沖 33番 29地先  

終点 久保田町字南沖 33番 27地先 

18-294 鎌田天神 13号線 
起点 鎌田町字天神 752番 11地先  

終点 鎌田町字天神 733番 10地先 

18-295 鎌田天神 14号線 
起点 鎌田町字天神 733番 18地先  

終点 鎌田町字天神 733番 22地先 

19-257 石津門ノ前 3号線 
起点 石津町字門ノ前 244番地先  

終点 石津町字門ノ前 241番 3地先 

19-258 石津門ノ前 4号線 
起点 石津町字門ノ前 241番 18地先  

終点 石津町字門ノ前 241番 19地先 

19-259 牛之藪 6号線 
起点 郷津町字牛之藪 222番 1地先  

終点 郷津町字登阪田 251番 49地先 

39-395 五反田 24号線 
起点 五反田町一丁目 1297番 1地先  

終点 五反田町一丁目 1297番 6地先 

39-396 大黒田押方 2号線 
起点 大黒田町字押方 580番地先  

終点 大黒田町字押方 554番 3地先 

50-225 宝塚 25号線 
起点 宝塚町 717番 36地先  

終点 宝塚町 717番 35地先 

 



路線 

番号 
路 線 名 起 点  ・  終 点 

重要な  

経過地 

51-413 駅部田花岡 13号線 
起点 駅部田町字花岡 1990番 7地先  

終点 駅部田町字花岡 1997番 1地先 

51-414 山室井丸 2号線 
起点 山室町字井丸 2123番 3地先  

終点 山室町字井丸 2123番 4地先 

53-187 豊原水着 4号線 
起点 豊原町字水着 900番 23地先  

終点 豊原町字水着 900番 2地先 

53-188 豊原水着 5号線 
起点 豊原町字水着 900番 21地先  

終点 豊原町字水着 900番 29地先 

53-189 豊原水着 6号線 
起点 豊原町字水着 900番 13地先  

終点 豊原町字水着 900番 13地先 

 


